
 

 

令和８年３月２日 

 

吸収分割に係る事後備置書類 

（吸収分割会社：会社法第７９１条第２項および会社法施行規則第１８９条に基づく事後備置書類） 

（吸収分割承継会社：会社法第８０１条第３項および会社法施行規則第１８９条に基づく事後備置書類） 

 

 

広島市東区二葉の里三丁目３番１号 

株式会社イズミ 

代表取締役社長  町 田 繁 樹 

 

福岡県北九州市八幡西区中須１丁目１－７ 

株式会社ゆめマート北九州 

代表取締役社長  河 内 山 英 雄 

 

 

株式会社イズミ（以下「分割会社」といいます。）および株式会社ゆめマート北九州

（以下「承継会社」といいます。）は、令和７年１２月９日、吸収分割契約を締結し、

令和８年３月１日を効力発生日として、分割会社のゆめマート下関駅に関して分割会社

が有する権利義務を承継会社へ承継させる吸収分割（以下「本件分割」といいます。）

を行いました。 

本件分割に関しまして、会社法（以下「法」といいます。）７９１条２項（及び会社

法施行規則（以下「規則」といいます。）１８９条）ならびに法８０１条３項に定める

事後開示事項を以下のとおり開示いたします。 

 

 

１．本件分割が効力を生じた日（規則１８９条１号） 

 

令和８年３月１日 

 

 

２．分割会社における法７８４条の２、７８５条、７８７条及び７８９条の規定による手

続の経過（規則１８９条２号）  

⑴ 法７８４条の２の規定による請求に係る手続の経過 

  本件分割は法７８４条の２但書に規定する場合に該当するため、同条に基づく手続

きの適用はございません。 

⑵ 法７８５条の規定による手続の経過 

分割会社は、会社法７８５条に基づき、令和８年１月５日に官報公告、同年同月９

日に電子公告にて、株主に対して公告を行いましたが、同条第１項の規定により分割



 

 

会社に対して株式の買取りを請求した株主はいませんでした。 

⑶ 法７８７条の規定による手続の経過 

分割会社は、法７８７条第１項第２号に規定される新株予約権買取請求の対象とな

る新株予約権を発行していないため、該当事項はありません。 

⑷ 法７８９条の規定による手続の経過 

分割会社は、法７８９条２項および３項に基づき、令和８年１月５日に官報公告、

同年同月９日に電子公告にて、債権者に対する公告を行いましたが、所定の期間内

に、同条１項の規定により異議を述べた債権者はいませんでした。 

 

 

３．承継会社における法７９６条の２、７９７条及び７９９条の規定による手続の経過

（規則１８９条２号）  

⑴ 法７９６条の２の規定による請求に係る手続の経過 

  法７９６条の２の規定に基づく請求を行った株主はいませんでした。 

⑵ 法７９７条の規定による手続の経過 

承継会社の株主は分割会社のみであり、承継会社に対し、法７９７条第１項の規定

に基づく株式買取請求を行った株主はいませんでした。 

⑶ 法７９９条の規定による手続の経過 

承継会社は、法７９９条２項に基づき、令和８年１月５日に官報公告、同年同月９

日に電子公告にて、債権者に対する公告を行いましたが、所定の期間内に、同条１項

の規定により異議を述べた債権者はいませんでした。 

 

 

４．吸収分割により承継会社が分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項（規則

１８９条４号） 

  承継会社は、効力発生日である令和８年３月１日をもって、本件分割により、分割会

社から、同社のゆめマート下関駅の事業を承継いたしました。 

承継会社が分割会社から承継した資産および負債の額の概算は以下のとおりです。 

承継した資産の額（概算）：152百万円 

承継した負債の額（概算）：152百万円 

 

 

５．法９２３条の変更の登記をした日（規則１８９条５号） 

 

  令和８年３月２日（予定） 

 

 

６．前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項（規則１８９条６号） 

 

  分割会社は、法７８４条２項の規定に基づき、法７８３条１項に規定する株主総会の



 

 

承認を得ずに本件分割を行いました。なお、分割会社は、令和８年１月５日に官報公

告、同年同月９日に電子公告を行い、分割会社の株主に対して、本件分割に関する公告

を行いましたが、法７８５条３項の規定に基づき所定の期間内に本件分割に反対した株

主はいませんでした。 

以 上 














